
「可児市ふるさと応援寄附金」お礼の品 募集要領 

 

１ 目的 

「可児市ふるさと応援寄附金」制度の促進と市内事業者の取り扱う特産品やサービス等のＰＲ・販売促進

等による地域経済活性化をはじめとした地域振興を図るため、寄附をされた方へ返礼品として贈呈する商品

（以下「お礼の品」という。）を募集します。 

 

２ 応募の要件 

《事業者等の要件》 

次のすべての要件に適合すること。 

（１）市税等（国民健康保険税を含む。）の滞納がないこと 

（２）代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと 

（３）その他「可児市ふるさと応援寄附金」制度に関する事業全般に協力いただけること 

 

《お礼の品の要件》 

次のすべての要件に適合すること。 

（１）次に示す地場産品の基準のいずれかに該当すること 

   ① 市内において生産されたものであること 

② 市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること 

③ 市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加 

価値が生じているものであること 

④ 市内において生産されたものであって、近隣の他の市町村の区域内において生産されたものと混 

在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る）であること 

⑤ 市の広報の目的で生産された市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類する 

ものであって、形状、名称その他の特徴から市の独自の返礼品等であることが明白なものである

こと 

⑥ ①～⑤に該当する返礼品と関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、地場産品に該 

当する返礼品等が主要な部分を占めるものであること 

⑦ 市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、役務の主要な部分が可児市に相 

当程度関連性のあるものであること 

⑧ 次のいずれかに該当する返礼品等であること 

・近隣の他の市町村と共同で、①～⑦のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの 

・県が県内の複数の市町村と連携し、連携する市町村内において①～⑦のいずれかに該当するも 

のを岐阜県及び当該市町村の共通の返礼品等とするもの 

・県が県内の複数の市町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市町村 

を認定し、当該地域資源を当該市町村がそれぞれ返礼品等とするもの 

⑨ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、そ 

の被害を受ける前に提供していた①～⑦のいずれかに該当する返礼品等を提供することができな 

くなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること 

（２）市から発注後、速やかに発送できること（原則７日以内） 

（３）飲食物の場合は、寄附者に到着後、原則10日以上の消費期限または賞味期限が保証されること 

（４）お礼の品の代金は、市が負担します。なお、寄附金額の設定はお礼の品の代金と送料を加味して市が

決定します。また、状況に応じて予告なく寄附金額の設定を変更することがあります。 

※応募された事業者等及びお礼の品の審査は、「可児市広告掲載取扱要綱」及び「可児市広告掲載基準」



を準用して、本要領の趣旨に基づき総合的に判断します。 

 

３ お礼の品の発送 

（１）お礼の品の発送は、事業者等で行ってください（一部除く）。 

（２）送料は、実費を市が負担します。 

 

 

４ 事業者等のメリット 

（１）インターネットのポータルサイト等を通じて、広く事業者等の商品、サービス等を紹介することがで

きます。 

（２）お礼の品を発送する際に、パンフレット等を同封してＰＲにつなげることができます。 

 

５ 申込方法 

別紙『「可児市ふるさと応援寄附金」お礼の品 申込書』に必要事項を記入し、可児市市政企画部財政課

へ提出してください。 

 

６ 個人情報の保護 

事業者等は、この事業による業務を遂行するため、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関

する法律及び関係法令を遵守してください。 

 

７ 覚書の締結 

  本事業の実施に当たっては、市と事業者等との間で覚書（別紙「可児市ふるさと応援寄附金お礼の品取扱

いに関する覚書」「個人情報の取り扱いに関する覚書」）を締結します。 

 

８ その他留意事項 

（１）事業者等は、あらかじめ申込みをしたお礼の品を変更・辞退する場合は、速やかに市へ報告し、承認を

受けるものとします。 

（２）事業者等は、お礼の品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努め

るものとし、苦情内容について市へ報告するものとします。また、品質等による保証やクレーム対応につ

いては、市は一切責任を負いません。 

（３）市は、本要領２に定める要件に適合しなくなったと認める場合は、お礼の品としての取扱いを中止する

ことがあります。 

 

 

【申込・問合先】 

   可児市ふるさと納税サポート室 

   〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波二丁目48番地1 熊谷大栄ビル１階２号室 

   シフトプラス株式会社埼玉営業所 

   Tel：050-5527-2027 Fax：048-594-9166 

   Mail:support@kani.furusato-lg.jp 

 

〒509-0292可児市広見一丁目１番地 

可児市役所 財政課 ふるさと納税担当 

TEL：0574-62-1111（内線2353、2354） FAX：0574-61-0345 

Mail：furusato@city.kani.lg.jp 

（令和５年７月25日改定） 


